
広報まさき 3月号：16

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に
加
入
し

て
い
る
人
は
、
次
の
場
合
、
14
日
以
内

に
届
け
出
が
必
要
で
す
。

❶
町
外
へ
転
出
し
た
と
き

❷
就
職
な
ど
に
よ
り
職
場
で
社
会
保
険

に
加
入
し
た
と
き

❸
生
活
保
護
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た

と
き

❹
死
亡
し
た
と
き

❺
住
所
・
氏
名
・
世
帯
主
な
ど
保
険
証

の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

※
修
学
の
た
め
県
外
に
住
所
を
移
さ
れ

て
い
る
人
は
、手
続
き
が
必
要
で
す
。

22
年
度
も
引
き
続
き
学
生
で
あ
る
場

合
は
、
22
年
４
月
以
降
発
行
の
在
学

証
明
書
な
ど
を
お
持
ち
の
う
え
、
保

険
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
加
入
者
へ

退
職
者
医
療
制
度
の
届
け
出
も

お
忘
れ
な
く
！

　

国
保
の
保
険
証
に
は「
一
般
」と「
退

職
」
の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。
会
社
な

ど
を
退
職
し
、
厚
生
年
金
や
共
済
組
合

な
ど
か
ら
年
金
を
受
け
る
人
と
そ
の
被

扶
養
者
は
、
65
歳
ま
で
退
職
者
医
療
の

対
象
と
な
り
ま
す
。
該
当
す
る
人
は
、

年
金
証
書
が
届
い
た
日
の
翌
日
か
ら
14

日
以
内
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象
（
次
の
両
方
に
該
当
す
る
人
と
そ
の
被
扶
養
者
）

・
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人

・
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
な
ど
（
国
民    

  

年
金
は
除
く
）
か
ら
の
年
金
の
受
給    

　

資
格
が
あ
り
、
そ
の
加
入
期
間
が
20

　

年
以
上
、
ま
た
は
40
歳
以
降
の
加
入

　

期
間
が
10
年
以
上
あ
る
人

■
届
け
出
に
必
要
な
も
の

　

年
金
証
書
、
保
険
証
、
印
鑑

■
対
象

　

国
保
に
加
入
の
70
歳
以
上
の
人
で
、

負
担
区
分
が
『
２
割
（
平
成
22
年
３
月

31
日
ま
で
は
１
割
）』
と
書
か
れ
た
保

険
証
を
お
持
ち
の
人

※
新
し
い
保
険
証
は
、
３
月
下
旬
ま
で

　

に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。
た
だ

　

し
、
お
送
り
す
る
保
険
証
は
有
効
期

　

限
が
７
月
31
日
の
た
め
、
表
記
は
、

　
『
２
割
（
平
成
22
年
７
月
31
日
ま
で

　

は
１
割
）』
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問　

保
険
課
医
療
保
険
係

　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
０
７

70
歳
以
上
の
人
の

医
療
費
負
担
割
合
１
割
が

１
年
間
延
長
さ
れ
ま
す

こ
ん
な
と
き
は
届
け
出
を
！

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、

納
め
忘
れ
の
防
止
や
、
金
融
機
関
に
行

く
手
間
と
時
間
が
省
け
る
口
座
振
替
・

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
が
便
利
で

す
。
割
引
の
あ
る
前
納
制
度
と
併
せ
て

利
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

な
お
、
過
去
の
未
払
い
分
に
つ
い
て

は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

■
申
込
方
法

▼
口
座
振
替

　

次
の
３
点
を
お
持
ち
の
う
え
、
金
融

機
関
ま
た
は
松
山
西
年
金
事
務
所
へ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

❶
年
金
手
帳
ま
た
は
納
付
書

❷
通
帳 

❸
金
融
機
関
の
届
出
印　

※
口
座
振
替
日
は
翌
月
末
日
（
休
日
の

　

場
合
は
翌
営
業
日
）
で
す
。

※
口
座
振
替
で
「
早
割
」（
当
月
末
振

　

替
の
口
座
振
替
）
を
選
択
す
る
と
、

　

毎
月
の
保
険
料
が
50
円
割
引
に
な
り

　

ま
す
。

▼
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

　

次
の
２
点
を
お
持
ち
の
う
え
、
松
山

西
年
金
事
務
所
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

お
す
す
め
で
す
！
年
金
保
険
料
の

口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

❶
年
金
手
帳
ま
た
は
納
付
書

❷
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

　

申
し
込
み
に
応
じ
て
保
険
料
を
定
期

的
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
が
立
替

払
い
し
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
か

ら
カ
ー
ド
会
員
の
人
に
請
求
し
ま
す
。

※
対
象
外
の
カ
ー
ド
も
あ
り
ま
す
。
詳

　

し
く
は
、
年
金
事
務
所
ま
た
は
カ
ー

　

ド
発
行
会
社
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

　

だ
さ
い
。

問　

松
山
西
年
金
事
務
所

　
　

国
民
年
金
課

☎
９
２
５
―
５
１
７
５

　
　

町
民
課
住
民
係

☎
９
８
５
―
４
１
０
６
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軽
自
動
車
の
廃
車
・

名
義
変
更
は
⁴/₁
ま
で
に

車　種 手続き場所 持参するもの

原動機付自転車
(125cc 以下 )
農耕作業車
小型特殊自動車

税務課 町民税係
☎ 985-4110

●認印
● 自賠責保険証書など
　( 車台番号、車名、排気量のわかるもの )
●ナンバープレート
　( 廃車、町外転出などの場合 )

軽二輪車
(125cc 超〜 250cc 以下 )
二輪の小型自動車
(250cc 超 )

愛媛運輸支局
☎ 050-5540-2076

●自動車検査証 (250cc 超以上の場合 )
● 認印 ( 名義変更の場合は新所有者

と旧所有者の印鑑。廃車の場合は、 
検査証欄の使用者と所有者の印鑑 )

●住民票 (3 か月以内のもの )
●ナンバープレート
　( 廃車、県外転出などの場合 )
●自賠責保険証書

軽自動車
軽自動車検査協会
愛媛事務所
☎ 975-6730

車種別の手続き場所

平
成
22
年
度
の
固
定
資
産
税
は
、

平
成
22
年
１
月
１
日
現
在
で
固
定
資
産

を
所
有
し
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
課
税
台
帳
に
は
、
土
地
、
家
屋
や

償
却
資
産
の
評
価
額
、
課
税
標
準
額
な

ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

家
屋
の
新
築
、
土
地
の
異
動
、
町
内

に
土
地
、
家
屋
や
償
却
資
産
を
新
た
に

所
有
さ
れ
た
人
の
確
認
な
ど
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
課
税
台
帳
を
閲
覧
で
き
ま
す

軽
自
動
車
税
は
４
月
１
日
現
在
の
所

有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
廃
車
や
名
義

変
更
な
ど
を
す
る
人
は
、４
月
１
日（
木
）

ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。　

　

ま
た
、
軽
自
動
車
な
ど
を
持
っ
て
転

出
す
る
場
合
は
、
原
動
機
付
自
転
車
な

ど
は
転
出
先
市
町
村
で
、
軽
二
輪
車
な

ど
は
下
記
の
手
続
き
場
所
（
県
外
の
場

合
は
当
該
都
道
府
県
の
運
輸
支
局
か
軽

自
動
車
検
査
協
会
）
で
住
所
変
更
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問　

税
務
課
町
民
税
係

　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
１
０

■
閲
覧
開
始
日　

４
月
１
日
（
木
）

■
閲
覧
場
所　

税
務
課
11
番
窓
口

■
持
参
品　
　

印
鑑　
（
代
理
の
人
は
、

所
有
者
の
委
任
状
が
必
要
で
す
）

※
平
成
22
年
度
の
固
定
資
産
税
納
税
通

　

知
書
は
、
４
月
中
旬
に
発
送
予
定
で

　

す
。

問　

税
務
課
資
産
税
係　

☎
９
８
５
―
４
１
１
１

期　間 9 時～ 11 時 30 分 13 時～ 16 時

3

月

1 月 東古泉 徳　丸
2 火 大　溝 中川原
3 水 横　田 鶴　吉
4 木 新　立 出　作
5 金 南黒田 神　崎
6 土
7 日
8 月 本　村 筒　井
9 火 宗意原 北黒田

●各地区公民館・集会所

お済みですか？

確定申告
　３月の所得申告の相談日程は表のとおりです。
期間内に正しい申告を済ませてください。 
　なお、所得税の申告をした人は、町県民税の
申告をする必要はありません。  
 
●申告した所得は
　申告によって決定された所得は、次の申請な
どのために必要な所得証明、課税証明、納税証
明の基礎となり、資格判定の大切な資料となりま
す。   
① 児童手当や国民健康保険、後期高齢者医療を

受けるとき
②老齢・障害福祉年金の支給を受けるとき 
③保育所の入所申請をするとき 
④奨学資金や幼稚園の就園奨励金を申請するとき
⑤公営住宅を申し込むとき
⑥金融機関などから融資などを受けるとき　など

●申告に持参するもの
○印鑑（認印で可）
○ 税務署から申告書が送付されている人はその

申告書
○給与や年金の平成 21 年分の源泉徴収票
○医療費の領収書（集計をしてきてください）
○社会保険料、生命保険料、地震保険料などの
　控除を受ける人は、領収書や支払（控除）証
　明書
○障害者手帳など
○還付金の受取口座（本人名義）番号が分かる
　もの

●役場申告会場

　と　　き　3 月 15 日㈪まで　　　　
　　　　  ※土・日曜日は除く

　と こ ろ　役場 2 階大会議室
　受付時間　  ９時～１１時３０分
　　　　　13時～16時

問　税務課町民税係　☎ 985-4110
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問　税務課町民税係　☎９８５－４１１０

年
金
保
険
料
の
収
納
業
務
は
民
間
委
託
し
て
い
ま
す

　

平
成
20
年
10
月
か
ら
、
県
内
の
国
民

年
金
保
険
料
の
未
納
と
な
っ
て
い
る
人

に
対
す
る
「
電
話
や
文
書
に
よ
る
納
付

督
励
」
や
「
戸
別
訪
問
に
よ
る
納
付
督

励
及
び
保
険
料
の
収
納
業
務
」
は
、
民

間
委
託
を
し
て
い
ま
す
。

■
委
託
事
業
者

日
立
キ
ャ
ピ
タ
ル
債
権
回
収
株
式
会
社

☎
０
２
２
―
２
１
１
―
７
２
９
０

※
提
供
す
る
個
人
情
報
は
、
納
付
督
励

　

に
必
要
な
未
納
者
情
報
に
限
定
し
て

　

い
ま
す
。
取
り
扱
い
に
つ
い
て
も
、

　

法
律
な
ど
で
目
的
外
使
用
や
閲
覧
、

　

漏
洩
、
複
写
を
禁
じ
る
な
ど
、
厳
格

　

な
安
全
管
理
措
置
を
と
っ
て
い
ま
す
。

※
民
間
事
業
者
が
戸
別
訪
問
す
る
際

　

は
、
顔
写
真
入
り
の
「
納
付
督
励
員

　

証
明
書
（
身
分
証
明
書
）」
を
提
示

　

し
ま
す
。

問　

町
民
課
住
民
係

☎
９
８
５
―
４
１
０
６

ご利用ください

住民係の
窓口延長

問　町民課住民係　☎985 –4105

　

卒
業
・
入
学
シ
ー
ズ
ン
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
進
学
な
ど
の
た
め
町
外
に
転

出
す
る
人
は
、
事
前
に
町
民
課
住
民
係

で
転
出
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
そ

の
際
、転
出
証
明
書
を
渡
し
ま
す
の
で
、

そ
の
転
出
証
明
書
を
持
っ
て
、
必
ず
住

み
始
め
て
か
ら
14
日
以
内
に
、
新
住
所

地
で
転
入
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
成
人
式
は
転
出
し
て
い
て
も

松
前
町
で
参
加
で
き
ま
す
。詳
し
く
は
、

社
会
教
育
課
生
涯
学
習
係
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

転
出
さ
れ
る
学
生
の
皆
さ
ん
へ問　

町
民
課
住
民
係

☎
９
８
５
―
４
１
０
５

　
　

社
会
教
育
課
生
涯
学
習
係

☎
９
８
５
―
４
１
３
５

戸
籍
届
け
出
の
際
は
ご
協
力
を

　

今
年
は
国
勢
調
査
の
年
に
あ
た
る
た

め
、
戸
籍
届
け
出
の
際
に
、
職
業
や
産

業
の
記
入
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

調
査
の
対
象
は
、出
生
、死
亡
、死
産
、

婚
姻
、
離
婚
の
各
届
け
出
で
す
。
記
入

す
る
と
き
は
、役
場
の
窓
口
に
あ
る「
職

業
・
産
業
例
示
表
」
を
参
考
に
し
て
く

だ
さ
い
。
わ
か
ら
な
い
場
合
は
、
窓
口

で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

■
調
査
期
間

　

平
成
22
年
４
月
１
日
～

平
成
23
年
３
月
31
日

問　

町
民
課
住
民
係

☎
９
８
５
―
４
１
０
５

　町民課住民係では、窓口時間を延長
して 18 時 15分まで、住民票などの
交付を行っています。
　毎年、３月下旬から４月上旬の間は
窓口が大変混雑しますので、ぜひご利
用ください。

【窓口延長取り扱い事務】
●住民票の写しの交付
●戸籍謄本 ( 抄本 ) の交付
●印鑑登録申請
●印鑑証明書の交付
※ 転入・転出届など住民異動届の受け

付けは、17 時 15 分までです。


